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令和６年第３回函館市農業委員会総会議事録  

 

１ 開催日時 令和６年３月２１日（木） 開会 １４：００ 閉会 １５：３０  

 

２ 開催場所 函館市役所 ８階第２会議室  

 

３ 出席委員  

  議 長  立 藏 義 春     ６ 番  山 田 美代子      

  １ 番  川 村   稔     ７ 番  近 江 政 夫      

  ３ 番  佐 藤   勉     ８ 番  菅 原 秀 樹  

５ 番  八 戸 千 修     ９ 番  西 浦 克 彦  

                  

 

                             以上８名  

 

４ 事務局出席者  

  局  長  松 浦 眞 人    主  査  中 村 俊 大  

  次    長  吉 田 浩 樹    主任主事  笠 原 未 帆  

  農地課長  石 岡 正 直    主  事  佐々木 将 汰  

   

                              以上６名  

 

５ 付議事項  

  議案第１号 土地の現況証明書の交付について  

  議案第２号 農地法第１８条の規定による通知に係る成立状況の確認について  

  議案第３号 農用地利用集積計画（所有権移転および利用権設定）の決定について  

  議案第４号 函館市農業委員会規程の一部改正について  

  議案第５号 令和６年度函館市農業委員会総会開催日程等について  

報告第１号 会長の専決処分の報告について（函館市農業委員会事務局規程の一部  

を改正する規程の制定について）  

  議案第６号 （追加議案）  

        函館市農地利用最適化推進委員を委嘱する者の決定について  
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１４：００ 開会  

 

議長（立藏会長） 

 

ただいまより，令和６年第３回農業委員会総会を開会いたします。  

まずはじめに，「農業委員会憲章」を唱和いたします。  

委員ならびに事務局職員は，ご起立願います。  

函館市農業委員会憲章。  

 

（  「農業委員会憲章」唱和  ）  

 

議長（立藏会長） 

 

ご着席願います。 

続いて，本日の日程の確認ですが，お手元に配付した日程のとおり，議案５件，報 

 告１件，計６件となっております。 

  よろしくご審議くださいますよう，お願い申し上げます。 

それでは，本日の日程に進みます。 

日程第１，議事録署名委員の指名をいたします。 

議事録署名委員には，５番八戸委員，６番山田委員の両名を指名いたします。 

よろしくお願いいたします。 

次に，日程第２，議案第１号「土地の現況証明書の交付について」を議題といたし 

ます。 

それでは，事務局に議案内容を説明させます。 

 

事務局（吉田次長） 

 

それでは，議案書の ２ ページ をお開き願います。 

議案第１号「土地の現況証明書の交付について」をご説明申し上げます。 

本件は，土地の現況証明願処理要領の規定により，土地の現況証明願書の提出が１ 

件あったことから，審議を求めるものでございます。 

３ページをお開き願います。 

番号１についてでございますが，土地の表示，所在，地番，地目は，記載のとおり 

で，面積は，３千８４３平方メートル，都市計画区域は市街化調整区域でございます。 

所有者は記載のとおりで，願出の目的は，地目変更のためでございます。 

記載の３名の農業委員にて，３月１４日に現地調査を行っております。 

なお，このページの下段が箇所図となってございます。 

以上でございます。 
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議長（立藏会長） 

 

ありがとうございます。 

次に現地調査日に行われました予備審査の結果について，ご報告いただきたいと思 

います。 

それでは，調査委員を代表して，６番山田委員から，ご報告願います。 

 

６番（山田委員） 

 

議案第１号，土地の現況証明書の交付について，番号１に係る現地調査結果ですが， 

この案件について，川村委員，近江委員と私を合わせた農業委員３人と事務局職員で 

調査を実施し，調査委員全員の意見が一致しておりますので，代表して私からご報告 

いたします。 

番号１について，申請地は市街化区域に隣接しているほか，周りは非農地となった 

土地および宅地に囲まれ，現況は耕作によらず駐車場および資材置き場として利用さ 

れた土地であり，雑種地状態でありました。 

このことから，番号１について，農地・採草放牧地以外と証明することが相当と判 

断しました。 

以上，番号１についての調査結果としてご報告いたします。 

 

議長（立藏会長） 

 

ありがとうございます。 

ただいま調査委員から報告を受けましたが，願い出のとおり証明することが相当か 

どうか，ご審議願います。 

それでは，各委員からご質問などご発言ございませんか。 

 

（ 「なし」の声あり ） 

 

議長（立藏会長） 

 

ご発言がないようですので，これより，ただいま議題となっております議案第１号 

 「土地の現況証明書の交付について」を採決いたします。 

お諮りいたします。 

本件について，願い出のとおり証明書を交付することにご異議ございませんか。 

 

（  「異議なし」の声あり  ）  
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議長（立藏会長） 

 

次に，日程第３議案第２号「農地法第１８条の規定による通知に係る成立状況の確 

認について」を議題といたします。 

本件の番号１から番号５について， 菅原委員が農業委員会等に関する法律第３１条 

に基づく議事参与の制限にあたります。 

そこで，議事の流れですが，各件については菅原委員が退室し，審議を行いたいと 

考えております｡ 

このような進め方で，よろしいですか。 

 

（ 「異議なし」の声あり ） 

 

それでは，そのように進めさせていただきます。 

菅原委員は，ご退室願います。 

 

（  菅原委員退室  ） 

 

それでは，事務局に議案内容を説明させます。 

 

事務局（吉田次長） 

 

議案書の４ページをお開き願います。 

議案第２号「農地法第１８条の規定による通知に係る成立状況の確認について」を 

ご説明申し上げます。 

本件は，農地法第１８条第６項の規定により，５件の合意解約通知書の提出があっ 

たので，その解約の成立状況について審議を求めるものでございます。 

 

５ページをお開き願います。 

番号１についてでございますが，土地の表示，所在，地番，地目は，記載のとおり 

で，面積は，１万４千５６５平方メートル，貸主，借主は，記載のとおりでございま 

す。 

賃借権の設定内容につきましては，令和５年２月２７日付け農用地利用集積計画で， 

解約申入日，合意解約日および土地の引渡日は，令和６年２月２９日となっておりま 

す。なお，このページの下段が箇所図となってございます。 

 

続きまして，６ページをお開き願います。 

番号２についてでございますが，土地の表示，所在，地番，地目は，記載のとおり 

で，面積は１万４千３４０平方メートル，貸主，借主は，記載のとおりでございます。 

賃借権の設定内容につきましては，令和５年２月２７日付け農用地利用集積計画で， 

解約申入日，合意解約日および土地の引渡日は，令和６年２月２９日となっておりま 
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す。なお，このページの下段が箇所図となってございます。 

 

続きまして，７ページをお開き願います。 

番号３についてでございますが，土地の表示，所在，地番，地目は，記載のとおり 

で，面積は８筆合計４万４千４２２平方メートル，貸主，借主は，記載のとおりでご 

ざいます。 

賃借権の設定内容につきましては，平成１８年１０月２６日付け農地法第３条許可 

で，解約申入日，合意解約日および土地の引渡日は，令和６年２月２９日となってお 

ります。なお，８ページが箇所図となってございます。 

 

続きまして，９ページをお開き願います。 

番号４についてでございますが，土地の表示，所在，地番，地目は，記載のとおり 

で，面積は２筆合計４万４千８２３平方メートルのうち，１万４千２８６平方メート 

ル，貸主，借主は，記載のとおりでございます。 

賃借権の設定内容につきましては，令和３年１月２９日付け農用地利用集積計画で， 

解約申入日，合意解約日および土地の引渡日は，令和６年２月２９日となっておりま 

す。なお，このページの下段が箇所図となってございます。 

 

続きまして，１０ページをお開き願います。 

番号５についてでございますが，土地の表示，所在，地番，地目は，記載のとおり 

で，面積は５筆合計２万４千１５３平方メートル，貸主，借主は，記載のとおりで 

ございます。 

賃借権の設定内容につきましては，平成２４年６月２９日付け農地法第３条許可で， 

解約申入日，合意解約日および土地の引渡日は，令和６年２月２９日となっておりま 

す。なお，１１ページが箇所図となってございます。 

以上でございます。 

 

議長（立藏会長） 

 

ありがとうございます。 

次に，現地調査日に行われました予備審査の結果について，ご報告いただきたいと 

思います。 

それでは，調査委員を代表して，６番山田委員からご報告願います。 

 

６番（山田委員） 

 

議案第２号，農地法第１８条の規定による通知に係る成立状況の確認について，番 

号１から番号５に係る予備審査の結果ですが，この案件について，調査委員全員の意 

見が一致しておりますので，代表して私からご報告いたします。 

番号１から番号５について，事務局から説明を受け，合意解約における要件につい 
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て，調査委員３人が資料を確認し，検討した結果，合意解約日から農地の引渡し期限 

が６ヵ月以内であるなど，通知内容について，特に問題となる点は無いものと判断い 

たしました。 

以上，議案第２号，番号１から番号５についての調査結果としてご報告いたします。 

 

議長（立藏会長） 

 

ありがとうございます。 

ただいま調査委員から報告を受けましたが，各件について，合意内容が真正なもの 

で，要件を満たしているかどうか，ご審議願います。 

それでは，各委員から，ご質問などご発言ございませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

ご発言がないようですので，これより，ただいま議題となっております議案第２号 

「農地法第１８条の規定による通知に係る成立状況の確認について」を採決いたしま 

す。 

お諮りいたします。 

各件について，「合意解約の要件を満たしており，賃貸借の解約が成立している」 

と認めることに，ご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

異議なしと認め，そのように決定いたします。 

 

菅原委員の，入室をお願いいたします。 

 

（菅原委員着席） 

 

議長（立藏会長） 

 

次に，日程第４議案第３号「農用地利用集積計画の決定について」を議題といたし 

ます。 

先ず，事務局に議案内容を説明させます。 

 

 

事務局（吉田次長） 

 

議案書の１２ページをお開き願います。 

議案第３号「農用地利用集積計画の決定について」をご説明申し上げます。 
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本件は，農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定により申し出のあった所有 

権移転１件および利用権設定７件，計８件の農用地利用集積計画の決定について，審 

議を求めるものでございます。 

 

１３ページをお開き願います。 

番号１についてでございますが，土地の表示，所在，地番，地目は記載のとおりで， 

面積は４千９５８平方メートル，権利の種類は，所有権，譲渡人，譲受人は，記載の 

とおりでございます。 

利用目的は畑，所有権の移転時期，対価の支払期限および引渡の時期は，令和６年 

３月２９日，対価は，記載のとおりで，申請理由は，譲渡人が農地の処分，譲受人経 

営の拡大となっております。 

なお，このページの下段が箇所図，１４ページが調査書となってございます。 

 

続きまして，１５ページをお開き願います。 

番号２についてでございますが，土地の表示，所在，地番，地目は記載のとおりで， 

面積は２千１２５平方メートル，貸主，借主は記載のとおりでございます。 

利用権の種類は，賃借権，利用目的は田，利用期間の始期は，令和６年４月１日， 

終期は，令和７年３月３１日，賃料は，記載のとおりで，申請理由は，貸主が相手方 

要望，借主が経営の拡大となっております。 

なお，このページの下段が箇所図，１６ページが調査書となってございます。 

 

続きまして，１７ページをお開き願います。 

番号３についてでございますが，土地の表示，所在，地番，地目は記載のとおりで， 

面積は３筆合計７千４８３平方メートルのうち，７千１６平方メートル，貸主，借主 

は記載のとおりでございます。 

利用権の種類は，賃借権，利用目的は田，利用期間の始期は，令和６年４月１日， 

終期は，令和７年３月３１日，賃料は，記載のとおりで，申請理由は，貸主が相手方 

要望，借主が経営の拡大となっております。 

なお，１８ページが箇所図，１９ページが調査書となってございます。 

 

続きまして，２０ページをお開き願います。 

番号４についてでございますが，土地の表示，所在，地番，地目は記載のとおりで， 

面積は２万３千３０２平方メートル，貸主，借主は記載のとおりでございます。 

利用権の種類は，使用貸借権，利用目的は牧草畑，利用期間の始期は，令和６年４ 

月１日，終期は，令和１１年３月３１日，申請理由は，貸主，借主ともに利用権の再 

設定となっております。 

なお，このページの下段が箇所図，２１ページが調査書となってございます。 

 

続きまして，２２ページをお開き願います。 

番号５についてでございますが，土地の表示，所在，地番，地目は記載のとおりで， 
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面積は８筆合計４万１千７５平方メートル，貸主，借主は記載のとおりでございます。 

利用権の種類は，使用貸借権，利用目的は牧草畑，利用期間の始期は，令和６年４ 

月１日，終期は，令和１１年３月３１日，申請理由は，貸主，借主ともに利用権の再

設定となっております。 

なお，２３ページが箇所図，２４ページが調査書となってございます。 

 

続きまして，２５ページをお開き願います。 

番号６についてでございますが，土地の表示，所在，地番，地目は記載のとおりで， 

面積は４筆合計１万６千７３４平方メートル，貸主，借主は記載のとおりでございま 

す。 

利用権の種類は，使用貸借権，利用目的は牧草畑，利用期間の始期は，令和６年４ 

月１日，終期は，令和１１年３月３１日，申請理由は，貸主，借主ともに利用権の再 

設定となっております。 

なお，２６ページが箇所図，２７ページが調査書となってございます。 

 

続きまして，２８ページをお開き願います。 

番号７についてでございますが，土地の表示，所在，地番，地目は記載のとおりで， 

面積は７筆合計４万４千１４８平方メートル，貸主，借主は記載のとおりでございま 

す。 

利用権の種類は，使用貸借権，利用目的は牧草畑，利用期間の始期は，令和６年４ 

月１日，終期は，令和１１年３月３１日，申請理由は，貸主，借主ともに利用権の再 

設定となっております。 

なお，２９ページが箇所図，３０ページが調査書となってございます。 

 

３１ページをお開き願います。 

番号８についてでございますが，土地の表示，所在，地番，地目は記載のとおりで， 

面積は８千６９４平方メートル，貸主，借主は記載のとおりでございます。 

利用権の種類は，賃借権，利用目的は畑，利用期間の始期は，令和６年４月１日， 

終期は，令和１１年３月３１日，賃料は，記載のとおりで，申請理由は，貸主，借主 

ともに利用権の再設定となっております。 

なお，このページの下段が箇所図，３２ページが調査書となってございます。 

 

以上でございます。 

 

議長（立藏会長） 

 

ありがとうございます。 

次に現地調査日に行われました予備審査の結果について，ご報告いただきたいと思 

います。 

それでは，調査委員を代表して，６番山田委員からご報告願います。 
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６番（山田委員） 

 

議案第３号，農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画の 

決定について，番号１から番号８に係る予備審査の結果ですが，この案件について調 

査委員全員の意見が一致しておりますので，代表して私からご報告いたします。 

番号１から番号８について，農地の所有権移転，賃借権設定および使用貸借権設定 

に対する判断基準の要件について，申請書に基づき，譲受人および借主の経営状況や 

農地の効率的な利用，周辺の農地への影響などについて，事務局から説明を受け，調 

査委員３人が資料等を確認，現地調査を実施し，判断できる範囲で検討した結果，計 

画内容について，特に問題となる点は無いものと判断いたしました。 

以上，議案第３号番号１から番号８についての調査結果として，ご報告いたします。 

 

議長（立藏会長） 

 

ありがとうございます。 

ただいま調査委員から報告を受けましたが，各件について，計画内容が適正である 

かどうかご審議願います。 

それでは，各委員からご質問などご発言ございませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

ご発言がないようですので，これより，ただいま議題となっております議案第３号 

「農用地利用集積計画の決定について」番号１から番号８を採決いたします。 

お諮りいたします。 

本件については，適正な計画と認め，原案のとおり決定することにご異議ございま 

せんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

異議なしと認め，原案のとおり決定することにいたしました。 

 

 

議長（立藏会長） 

 

次に，日程第５議案第４号「函館市農業委員会規程の一部改正について」を議題と 

いたします。 

それでは，事務局に議案内容を説明させます。 
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事務局（吉田次長） 

 

議案書の３３ページをお開き願います。 

議案第４号「函館市農業委員会規程の一部改正について」を，ご説明申し上げます。 

本件は，「函館市事務専決および代決規程」の改正に伴い，本規程の整備が必要と 

なったことから，「函館市農業委員会規程の一部改正について」，審議を求めるもの 

でございます。 

 

３４ページをお開き願います。 

こちらが改正文となっておりますが，「函館市事務専決および代決規程」の改正に 

より，次長職の休暇等の承認や旅行命令などが，部長職の専決事項となったことから， 

事務局次長の休暇等の承認や旅行命令などについて，会長の専決事項から事務局長の 

専決事項とするため，「函館市農業委員会規程」で規定している「会長の専決事項」

から「事務局次長」を削るものでございます。 

３５ページをお開き願います。 

こちらが，改正に係る新旧対照表となってございます。 

以上でございます。 

 

議長（立藏会長） 

 

ありがとうございます。 

それでは，ただいま事務局より説明がありましたが，各委員から何かご質問などご 

発言ございませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

ご発言がないようですので，これより，ただいま議題となっております議案第４号 

「函館市農業委員会規程の一部改正について」を採決いたします。 

お諮りいたします。 

本件について，原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

異議なしと認め，原案のとおり決定することにいたしました。 

議長（立藏会長） 

 

次に，日程第６議案第５号「令和６年度函館市農業委員会総会開催日程等について」 

を議題といたします。 

それでは，事務局に議案内容を説明させます。 
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事務局（吉田次長） 

 

議案書の３６ページをご覧願います。 

議案第５号「令和６年度函館市農業委員会総会開催日程等について」をご説明申し 

上げます。 

本件は，令和６年度における総会開催日程等について，審議を求めるものでござい 

ます。 

３７ページをお開き願います。 

令和６年度の総会開催日程等の（案）でございます。左から順次，函館市農業委員 

会の回，総会開催日，使用会議室，現地調査日，議案締切日となっております。 

なお，参考として，北海道農業会議の常設審議委員会の開催日および意見聴取書類 

の提出締切日を記載しております。 

それでは，日程設定の考え方について，ご説明申し上げます。 

まず，総会開催日については，毎月最終週の木曜日を基本としております。 

こうした中で，４月および７月についてですが，会議室の使用状況の関係から，４ 

月は２４日水曜日，７月は２４日水曜日の開催とし，現地調査日もそれぞれ１日前倒 

しとなっております。 

また，３月につきましては，会議室の使用状況の関係上，１週間前倒しするととも 

に，３月２０日木曜日が，春分の日となっていることから，議案発送日を考慮し，３ 

月２１日金曜日の開催としております。 

 

次に，議案締切日でございます。 

こちらは，毎月５日を基本としておりまして，５日が土曜日・日曜日または祝日の 

場合は，直後の平日を設定しております。 

以上でございます。 

 

議長（立藏会長） 

 

ありがとうございます。 

それでは，ただいま事務局より説明がありましたが，各委員から何かご質問などご 

発言ございませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

ご発言がないようですので，これよりただいま議題となっております議案第５号「令 

和６年度函館市農業委員会総会開催日程等について」を採決いたします。 

お諮りいたします。 

本件について，原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 
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異議なしと認め，原案のとおり決定することにいたしました。 

なお，決定した日程については，委員会のホームページにおいてお知らせするほか， 

農協などの関係団体にもお知らせをしますので，ご承知おき願います。 

 

議長（立藏会長） 

 

次に，日程第７報告第１号会長の専決処分の報告について「函館市農業委員会事務  

局規程の一部を改正する規程の制定について」を議題といたします。  

それでは，事務局に報告内容を説明させます  

 

事務局（吉田次長） 

 

議案書の３８ページをお開き願います。  

報告第１号「会長の専決処分の報告について（函館市農業委員会事務局規程の一部  

を改正する規程の制定について）」を，ご説明申し上げます。  

本件は，さきほど議案第４号でご審議いただきました規程の一部改正と，その他規  

程の整備が必要となったことから，「函館市農業委員会規程第２３条第１項第１０号」 

の規定により専決処分を行ったもので，同条第２項の規定により，報告するものでご  

ざいます。  

 

３９ページをお開き願います。  

こちらが，規程の制定内容になっております。  

 

４０ページをお開き願います。  

こちらが，新旧対照表となってございます。  

左欄が現行，右欄が改正案となっておりまして，下線の部分が変更箇所となってご  

ざいます。  

さきほど，「議案第４号規程の一部改正について」でご説明しましたが，事務局次  

長の休暇等の承認や旅行命令などについて，会長の専決事項から事務局長の専決事項  

となったことに伴い，規定を整備したものであります。  

また，事務局次長以下および主査職以下の職員の「営利企業等の従事または経営の  

許可に関すること」および主査職以下の職員の「時間外勤務代休時間の指定および職  

務に専念する義務の免除の承認に関すること」について，新たに規定を整備したもの  

であります。  

以上でございます。  

 

議長（立藏会長） 

 

ありがとうございます。  

ただいまの報告について，各委員から何かご質問ございませんか。  
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（「なし」の声あり）  

 

ご質問がないようですので，本件について終わります。  

これより，議事運営を協議するため，暫時休憩といたします。  

 

１４：２５ （休憩）  

 

１５：１５ （再開）  

 

議長（立藏会長） 

 

それでは，休憩前に引き続き，総会を再開いたします。 

はじめに，お手元に配付しております日程の追加についてでございます。 

推進委員を委嘱する者の決定が必要であることから，農業委員会規程第８条第２項 

の規定に基づき，議事日程を追加するものでございます。 

それでは，お手元の日程のとおり進めたいと思いますが，よろしいでしょうか。 

 

(「異議なし」の声あり) 

 

異議がありませんので，そのように進めさせていただきます。 

追加日程の議案は，１件となっております。 

よろしくご審議くださいますよう，お願い申し上げます。 

 

日程第８議案第６号「函館市農地利用最適化推進委員を委嘱する者の決定について」 

を議題といたします。  

それでは，事務局に議案ないよう内容を説明させます。  

 

事務局（吉田次長） 

 

追加議案書の１ページをご覧願います。 

議案第６号「函館市農地利用最適化推進委員を委嘱する者の決定について」をご説 

明申し上げます。 

本件は，函館市農地利用最適化推進委員の委嘱の手続に関する規程第１３条第１項 

の規定に基づき，推進委員を委嘱する者の決定について，審議を求めるものでござい 

ます。 

 

２ページをお開き願います。 

委嘱する者の担当地区および定数については，同規程第４条の別表のとおりですが， 

本件で審議される者の担当地区および人数は，現在欠員が生じている「東部地区の１ 

名」となっております。 
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また，選考にあたっては，同規程第１３条に基づき，机上に配付いたしました選考 

委員会の選考結果を踏まえ，決定していただくこととなります。 

以上でございます。 

 

議長（立藏会長） 

 

ありがとうございます。 

それでは，選考委員会の選考結果を踏えたうえでご審議願います。 

各委員から，ご質問などご発言ございませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

ご発言がないようですので，これより，ただいま議題となっております議案第６号 

「函館市農地利用最適化推進委員を委嘱する者の決定について」を採決いたします。 

お諮りいたします。 

本件について，選考委員会の選考結果のとおり推進委員を委嘱する者を決定するこ 

とにご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

異議なしと認め，選考委員会の選考結果のとおり推進委員を委嘱する者を決定いた 

しました。 

以上で，本日の日程はすべて終了いたしました。 

 

最後に，その他ですが４点お話がございます。 

１点目ですが，３月１日金曜日に実施しました農地パトロール調査の結果について， 

 推進委員から報告がありましたので，事務局に内容を説明させます。 

 

事務局（吉田次長） 

 

それでは，農地パトロール調査の結果報告の内容について，ご説明申し上げます。 

本調査は，３月１日金曜日，旧函館地区を対象に，佐藤推進委員，泉推進委員，山 

口推進委員の３名と事務局職員により実施しており，調査結果については，「把握で 

きる調査範囲内で確認した結果，無断転用などの事例は見受けられなかった。」との 

報告内容でございます。 

以上でございます。 

 

議長（立藏会長）  

 

  ありがとうございます。  
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ただいまの報告について，各委員から何かご質問はございませんか。  

 

（「なし」の声あり）  

 

続いて，２点目ですが，会議の出席報告でございます。  

３月１８日月曜日に，札幌市で開催されました「令和５年度市町村農業委員会会長  

・事務局長会議」に，私が出席しております。  

 

続いて，３点目ですが，次回の総会は令和６年４月２４日水曜日午後２時から市役  

所８階第２会議室において，開催いたします。  

また，議案の締切日は，４月５日金曜日となっております｡ 

 

続いて，４点目ですが，次回総会の現地調査日は４月１７日水曜日午後１時からと  

なります。  

それでは，４月の現地調査委員を指名いたします。  

４番大槻委員，５番八戸委員，９番西浦委員，以上３名を指名いたします。  

３名の方は，午後１時に事務局に集合となりますので，大変お忙しい中とは存じま  

すが，どうぞよろしくお願いいたします。  

 

  先ほど，市町村農業委員会会長・事務局長会議に，私が出席したという報告であり  

ましたけれども，実は農業会議所には負担金というものがありまして，まだ決定した  

ものではありませんが，今までは函館市農業委員会で負担していたわけでございます  

けれども，それに加えて農業委員会の会長個人にも負担をお願いしたいという案件が  

ございました。  

  今のところ決定ではありませんし，まだ内容もすっかり出来ているわけではござい  

ませんが，将来，そのような形になるようでございますので，また詳しいことがあり  

ましたら，皆さんにお知らせして示していきたいなと存じます。  

  私からは以上ですが，各委員から何かご質問ございませんか。 

 

（ 「なし」の声あり ） 

 

それでは，以上をもちまして，本日の総会を閉会いたします。 

 

議長（立藏会長） 

 

  閉会となりましたが，事務局よりお知らせがございます。 

 

事務局（吉田次長） 

 

  事務局から１点お知らせがございます。 
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２月に開催しました第２回総会において，農地法第３条許可となりました新規就農 

者の情報について，机上配布しておりますのでお知らせいたします。 

なお，本件につきましては，後日，推進委員あて情報提供いたしますので，お知ら 

せいたします。 

 事務局からは，以上でございます。 

 

議長（立藏会長） 

 

  それでは，以上で閉会といたします。 

  本日は，ご苦労様でした。 

 

１５：３０ 
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以上，会議の顛末を記録し相違ないことを証明する。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        議 長   立 藏 義 春       

 
 
 
 
 
 
 

        署 名 委 員   八 戸 千 修      
 
 
 
 
 
 
 

        署 名 委 員   山 田 美代子      


